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【一般会計】 (単位：千円)

財務部  合計 32,160,890 1,974,959 34,135,849

  (款２) 総務費 2,999,057 1,974,959 4,974,016

 (項１) 総務管理費 1,143,772 1,804,959 2,948,731

 (項３) 徴税費 1,855,285 170,000 2,025,285

  (款４) 衛生費 1,542,174 0 1,542,174

 (項１) 保健衛生費 1,444,156 0 1,444,156

 (項２) 環境衛生費 98,018 0 98,018

  (款８) 土木費 6,033,969 0 6,033,969

 (項５) 都市計画費 6,033,969 0 6,033,969

  (款１２) 公債費 21,485,690 0 21,485,690

 (項１) 公債費 21,485,690 0 21,485,690

  (款１３) 予備費 100,000 0 100,000

 (項１) 予備費 100,000 0 100,000

１　令和５年９月補正 歳出予算（案）総括表

                             　    区分

 予算科目(款・項）

補正前の額
Ａ

補正額
Ｂ

補正後の額
Ａ + Ｂ
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【財政調整基金費】 

 

２ 財政調整基金の積立について 

［財政課］ 

 

 

（１）補正額     １，８００，０００千円 

 

（２）補正の目的 

地方財政法の規定に基づき、令和４年度の一般会計決算剰余金の 

うち、１，８００，０００千円を積み立てるもの。 
 

（３）財政調整基金の状況 

（単位：千円） 

 
 

 

令和４年度末 

現在高  

 

A 

令和５年度 

現計予算 

積立額 

B 

現計予算 

取崩額 

C 

９月補正 

積立額 

D 

年度末現在高 

見込み 

A+B-C+D 

10,256,269 5,129 1,406,547 1,800,000 10,654,851 
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【市有財産維持管理費】 

 

３ 八尾中核工業団地法面復旧業務について 

［管財課］ 

 

（１）補正額     ４，９５９千円 

財源内訳 一般財源   ４，９５９千円 

 

（２）補正の目的 

令和５年７月１２日からの大雨により、八尾中核工業団地内にある法面

が崩落し、隣接する事業所敷地へ土砂が流出したため、法面の復旧を行う

もの。 

 

（３）事業内容 

ふとんかご設置 約９０㎡ 

 

被害箇所  

復旧範囲  復旧範囲  
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【賦課徴収事務費】 

 

４ 市税償還金の補正について 

［納税課］ 

 

（１）補正額         １７０，０００千円 

 

財源内訳 一般財源  １７０，０００千円 

 

 

（２）補正の目的 

市税償還金に不足が生じるため、補正を行うもの。 

 

※ 償還金が発生する主な事由 

・ 法人市民税 

     中間申告の義務がある法人は、当年度の確定申告を行う半年前

に、前年度に確定した税額の２分の１を中間納付するが、その後

の確定申告により、当年度の税額が中間納付した税額を下回った

場合 

・ 個人市民税 

過年度分の所得税の確定申告により、市民税が減額となった 

場合 

   ・ 固定資産税 

実地調査等に基づき、過年度分の税額が減額となった場合 

 

（３）償還金の状況                  

（単位：千円） 

 当初予算額 
A 

補正額 
B 

執行見込額 
A＋B 

償 還 金 290,000 170,000 460,000 
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５ 財産の無償譲渡について 

〔管 財 課〕 

 

１ 趣旨 

無償譲渡する財産は、開発行為により婦中町万葉台団地の集会場用地とし

て整備され、地元町内会にて管理されてきた市有地である。 

平成２８年２月２３日に地縁団体登録をした分田町内会から防災用倉庫の

敷地及び災害時の緊急避難場所として使用するため、土地を取得したいとの

申し出があった。 

当該土地の整備された経緯や使用目的等により、地元地縁団体に無償譲渡

するもの。 

 

２ 無償譲渡する財産の概要 

（１）名 称  婦中万葉台住宅団地集会所敷地 

（２）所在地  富山市婦中町分田３４番１、 

富山市婦中町田島９３０番１１及び同９３０番１２ 

（３）土 地   登記面積合計 ２３９.４１㎡ 

地目     宅地  

 

３ 譲渡の相手方  

富山市婦中町分田２４１番地１ 

分田町内会 

会長 杉林 毅宏 
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６ 健全化判断比率及び資金不足比率について 

〔 財 政 課 〕 

 

 

（１） 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、平成１９年６月に、それ

までの地方財政再建促進特別措置法による財政再建制度に代わるものとして制

定されました。 

 この法律では、地方公共団体に、毎年度、「実質赤字比率」等、４つの健全化

判断比率及び資金不足比率を作成し、監査委員の審査に付した上で、議会に報

告するとともに、公表することを義務付けています。 

 また、この健全化判断比率が「早期健全化基準」以上である場合は「財政健

全化計画」の策定を、「財政再生基準」以上である場合は「財政再生計画」の策

定を義務付ける等の措置を定めるとともに、資金不足比率が「経営健全化基準」

以上である場合は「経営健全化計画」の策定を義務付ける等の措置を定めてい

ます。 

 

◎富山市の早期健全化基準・財政再生基準・経営健全化基準    （単位：％） 

区分 

健全化判断比率 
資金不足 

比  率 
実質赤字

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費

比   率 

将来負担 

比  率 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0  

財政再生基準 20.00 30.00 35.0   

経営健全化基準     20.0 

※地方財政法の規定に基づき、実質公債費比率が「18.0%」以上となった場合、

地方債発行の際に「協議制」から「許可制」に移行する。 
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（２） 健全化判断比率・資金不足比率算定における会計区分 

 

会計区分 会計名 比率の対象範囲 

富 
 

山 
 

市 

一
般
会
計
等 

一般会計 一般会計 

実
質
赤
字
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

 

一般会計等に属する特

別会計 

公債管理特別会計  

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計  

まちなか診療所事業特別会計  

牛岳温泉健康センター事業特別会計  

軌道整備事業特別会計  

賃貸住宅・店舗事業特別会計  

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以外の特別

会計のうち公営企業に

係る特別会計以外の特

別会計 

駐車場事業特別会計   

後期高齢者医療事業特別会計   

介護保険事業特別会計   

国民健康保険事業特別会計   

競輪事業特別会計   

 

公
営
企
業
会
計 

公営企業に係る

特別会計 

（地公企法を適

用する事業又は

地財令第 46 条の

事業） 

法
適
用
企
業 

水道事業会計  

資
金
不
足
比
率 

工業用水道事業会計  

公共下水道事業会計  

病院事業会計  

法
非
適
用
企
業 

企業団地造成事業特別会計  

牛岳温泉スキー場事業特別会計  

農業集落排水事業特別会計  

公設地方卸売市場事業特別会計  

一部事務組合 
   

土地開発公社等  
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（３） 健全化判断比率 

 

ア．実質赤字比率 

 一般会計等の歳出に対する歳入の不足額である実質赤字額を、地方公共団

体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模で除したものであり、赤字

の程度を表す指標です。 

 本市の令和４年度決算では、一般会計等において赤字となっている会計は

無く、この指標は該当しません。 

 

イ．連結実質赤字比率 

 一般会計等の実質赤字額に、公営事業会計の実質赤字額を加えた額を、標

準財政規模で除したものであり、当該自治体全体の赤字の程度を表す指標で

す。 

 本市の令和４年度決算では、全会計において赤字となっている会計は無く、

この指標は該当しません。 

 

ウ．実質公債費比率 

 一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である 

公債費や公債費に準じた経費（公営企業債元利償還に係る繰出金、一部事務

組合等の起債の元利償還に係る補助金・負担金等）を、標準財政規模を基本

とした額で除したものの３か年間の平均値で、公債費に係る財政負担の程度

を表す指標です。 

 本市の令和４年度決算における実質公債費比率は、「８．０％」となって

おり、早期健全化基準である「２５．０％」を下回っています。 

 

エ．将来負担比率 

 一般会計等が負担することになっている地方債残高や退職手当負担見込

額、ＰＦＩ事業に基づく建設事業費などの支払予定額等の将来負担額を把握

し、この将来負担額から負債の償還にあてることができる基金等を控除の上、 

標準財政規模を基本とした額で除したもので、ストックベースでの財政負担

の程度を表す指標です。 

 本市の令和４年度決算における将来負担比率は、「９４．９％」となって

おり、早期健全化基準である「３５０．０％」を下回っています。 
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（４） 資金不足比率 

 

 一般会計等の実質赤字にあたる公営企業会計における資金不足額について、

公営企業の事業規模に対する比率で表したものであり、公営企業における資金

不足の程度を表す指標です。 

 本市の令和４年度決算における資金不足比率については、対象となる８会計

のうち、資金不足額が発生している会計はありませんので、この指標は該当し

ません。 

 

 

（５） 令和３年度との比較 

 

区分 
実質赤字

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費

比  率 

将来負担 

比  率 

資金不足 

比  率 

令和４年度 － － 8.0 94.9 
－ 

(いずれの会計も該当せず) 

令和３年度 － － 7.5 104.8 
－ 

(いずれの会計も該当せず) 

早期健全化

基   準 
11.25 16.25 25.0 350.0 20.0（経営健全化基準） 
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